
１　財産の種類

２　財産の管理と処分

❶ 行政財産

市において、公用又は公共用に供した（供することを決定した）財産です。

❷ 普通財産

貸し付け、交換、売り払い、譲与、出資の目的とすること、私権を設定すること、信託することができます。

関連法令／地方自治法第238条、地方自治法第238条の4、地方自治法第239条、地方自治法第240条、地方自治法第241条

地方公共団体の財産分類について

一部の場合を除き、原則 貸し付け、交換、売り払い、譲与、出資の目的とすること、私権を設定すること、信託することができず、これに違反する

行為は無効となります。

【公用財産】

市が使用する財産

市庁舎、消防庁舎 等

【公共用財産】

市民が一般利用する財産

道路、学校、図書館、公園 等

行政財産財 産 公有財産
市が所有する財産

不動産、不動産及び動産の従物 等

普通財産 行政財産以外の財産

物 品 動産で現金、公有財産、基金以外のもの

債 権 金銭の給付を目的とする市の権利

基 金

市が条例により設置するもので、特定の目

的のために財産を積み立て、または定額の

資金を運用するために設けるもの


